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○
助
成
対
象

小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
の
保
護
者
の
方

（
都
留
市
に
住
民
票
の
あ
る
方
）
を
対
象
に
、

各
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
乳
幼
児
の
医

療
費
（
保
険
診
療
分
）
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
医
療
機
関
・
調
剤
薬
局
が
発
行
す
る
領

収
書
（
医
療
機
関
名
・
患
者
氏
名
・
保
険

診
療
点
数
・
領
収
印
が
あ
る
も
の
）

雷

　

撃

‖

富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
富
士
・
東
部
保
健
所
）

※
レ
シ
ー
ト
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で

薫
物
乱
用
は
「
ダ
メ
。
ゼ
ツ
タ
イ
。
」

☆
5
歳
未
満
と
は
、
5
歳
の
誕
生
日
の
属

す
る
月
の
末
日
ま
で
で
す
。

※
健
康
診
断
・
予
防
接
種
・
入
院
時
食
事

療
養
費
・
薬
の
容
器
代
な
ど
は
助
成
対
象

外
で
す
。

○
申
請
手
続
き
を
す
る
前
に

領
収
書
が
お
る
場
合

患
者
・
医
療
機
関
・
診
療
月
・
入
院
・
外

来
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
申
請
書
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

領
収
書
が
な
い
場
合

受
診
し
た
翌
月
の
1
0
日
以
降
に
、
医
療
機

関
で
申
請
書
に
証
明
を
受
け
た
も
の
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

◇
患
者
（
乳
幼
児
）
の
保
険
証

ご
注
意
下
さ
い
。

間
合
先

市
民
生
活
課
　
国
保
医
療
担
当

－
－
ま
D
華
、
．
つ
せ

市
で
は
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
様
が
、

健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
暮
ら
し
の
実
現
を

目
指
し
、
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
保
健

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
医
療
機
関
で
治
療
中

の
皆
様
の
お
宅
を
訪
問
し
、
健
康
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
心
配
に
な
っ

て
い
る
病
気
の
こ
と
、
毎
日
の
生
活
（
食
事
、

運
動
、
睡
眠
、
仕
事
な
ど
）
の
こ
と
、
病
院
で

は
聞
き
づ
ら
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
ご
家

族
の
方
も
交
え
相
談
を
受
け
、
よ
り
快
適
に

暮
ら
せ
る
よ
う
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

実
施
期
間
　
6
月
～
2
0
年
3
月

相
談
方
法
　
該
当
者
に
通
知
を
し
ま
す
。
そ

の
後
電
話
で
訪
問
日
程
を
調
整
し
、
各
家
庭

を
訪
問
し
ま
す
。

相
談
員
　
保
健
師
・
看
護
師

間
合
先
　
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
督
内

健
康
推
進
課
　
保
健
指
導
担
当

℡
（
4
6
）
5
1
1
2

（
内
線
1
2
4
・
1
2
5
）

5
月
3
1
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー

覚
せ
い
剤
な
ど
の
違
法
薬
物
は
、
た
と
え

1
回
だ
け
の
使
用
で
も
乱
用
に
な
り
同
時
に

犯
罪
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
医
薬
品
を
病
気

や
傷
の
治
療
以
外
に
使
う
こ
と
も
薬
物
の
乱

用
に
な
り
ま
す
。

違
法
薬
物
は
、
使
用
し
た
者
の
脳
や
体
を

破
壊
し
一
生
に
わ
た
り
心
身
に
苦
痛
を
与
え

続
け
る
と
と
も
に
、
大
切
な
家
族
の
生
き
方

に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。

今
日
、
薬
物
の
乱
用
は
全
世
界
的
な
広
が

り
を
見
せ
、
人
間
の
生
命
や
社
会
の
安
全
を

脅
か
す
な
ど
、
人
類
が
抱
え
る
最
も
深
刻
な

問
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
国
際
社
会
は
「
国
連
薬
物
乱
用
根

絶
宣
言
」
に
よ
り
、
平
成
2
0
年
（
2
0
0
8
年
）

の
撲
滅
を
目
指
し
て
各
種
対
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

国
及
び
県
で
は
、
根
絶
宣
言
の
支
援
事
業

と
し
て
、
6
月
2
0
日
か
ら
7
月
1
9
日
ま
で
の

1
カ
月
間
「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。
」
普
及
運
動
を

展
開
し
ま
す
。

違
法
薬
物
の
恐
ろ
し
さ
を
正
し
く
理
解
し

て
、
薬
物
乱
用
を
許
さ
な
い
地
域
社
会
づ
く

り
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

参
考
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索

「
麻
薬
・
覚
せ
い
剤
乱
用
防
止
セ
ン
タ
ー
」

た
ば
こ
の
身
体
へ
の
影
響
を
ご
存
じ
で
す

か
。
た
ば
こ
＝
肺
ガ
ン
の
み
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
動
脈
硬
化
や
心
筋
梗
塞
、
気
管
支
炎
や

歯
周
病
な
ど
様
々
な
疾
患
の
危
険
因
子
で
す
。

ま
た
、
妊
婦
で
は
、
流
産
や
低
体
重
児
出

産
な
ど
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
ま
す
。

世
界
保
健
機
関
（
W
H
O
）
は
毎
年
5
月
3
1

日
を
「
世
界
禁
煙
デ
ー
」
と
定
め
て
、
喫
煙
し

な
い
こ
と
が
社
会
習
慣
と
な
る
こ
と
を
目
指

す
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

保
健
所
で
は
、
た
ば
こ
対
策
と
し
て
、
次

の
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

①
た
ば
こ
と
健
康
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の

普
及

②
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
の
禁
煙
・
分

煙
の
推
進

③
未
成
年
者
の
喫
煙
防
止
対
策

④
禁
煙
支
援

た
ば
こ
の
害
に
つ
い
て

正
し
く
理
解
し
、
自
分
や

周
囲
の
人
た
ち
の
健
康
を

守
り
ま
し
ょ
う
。

間
合
先

地
域
保
健
課
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5
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）
9
0
3
5


